「通院等乗降介助算定可能事業所」における運営規程の記載例（太字部分）

	（指定訪問介護の内容）
第○条　本事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。 
[bookmark: _GoBack]
    (1)訪問介護計画の作成
    (2)身体介護に関する内容
        ①排泄・食事介助
        ②清拭・入浴・身体整容
        ③体位変換
        ④移動・移乗介助・外出介助
        ⑤その他の必要な身体の介護
    (3)生活援助に関する内容
        ①調理
        ②衣類の洗濯、補修
        ③住居の掃除、整理整頓
　　　　④生活必需品の買い物
        ⑤その他必要な家事
    (4)通院等のための乗車又は降車の介助に関する内容
要介護者である利用者に対して、通院等のため、本事業所の訪問介護員が自ら運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うこと。
(5)前3項に定める指定訪問介護の内容は、厚生労働省令として定められる「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及びこの基準に関連する通知等に規定する訪問介護費の単位数が算定可能なものに限る。

（略）
附則
この規程は、令和○年○月○日から施行する。
この規程は、令和○年○月1日から施行する。（←注：算定開始年月日）




